
河合町立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和元年１０月２４日 

 

河合町教育委員会 教育長 竹 林 信 也 

 

河合町教育委員会規則第３号 
 

河合町立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

河合町立学校の管理運営に関する規則（平成１３年３月河合町教育委員会規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

 

第１３条に次の１項を加える。 

３ 校長は、前２項の規定により難い特別の事情がある場合は、委員会の承認

を受けて別に卒業式の期日を定めることができる。 

 

附 則 

この規則は、令和元年１１月１日から施行する。 

 

 

 

 


